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○ 次 第 

１ 開会 

２ 出席者の確認 

３ 議事進行の説明 
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（１）発注標準金額の見直しについて 資料１ 
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発注標準金額の見直しについて

発注標準金額とは

➢ 同規模の企業間での公平な競争を目的として、入札参加資格者に対して等級格付けを設定

➢ 等級格付けの各等級に対応した、業種区分ごとの標準的な発注価格帯を発注標準金額として設定

➢ 発注標準金額をもとに、各種制度の金額設定

☞ 予定価格の事後・事前公表、低入札調査制度・最低制限価格制度、局契約事務委任額 等

資料１

区 分 建 築 土 木 設 備
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予定価格の事後公表
低入札価格調査制度

予定価格の事前公表
最低制限価格制度

各局へ契約事務を委任

350
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40

第１回制度部会（7/14）



発注標準金額の見直しについて

近年の状況

➢ 前回発注標準金額を見直した平成27年度に比べ、建設工事費デフレーター※が約1.3倍に高騰

資料１

※国土交通省が作成する建設工事にかかる費用の価格変動を把握するための指標
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平成27年度に比べ1.3倍の伸び

平均0.7%の伸び率で推移
(平成11年度から平成27年度)
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発注標準金額の見直しについて

国における動向

資料１

◼ 少額随意契約の上限額引上げ

・企業物価指数が前回改正時から約1.6倍になって
いることを踏まえ、予決令・自治法施行令を改正
し、少額随意契約の基準額を引上げ（R7.4.1施
行）

◼ 発注標準の引き上げ

• 工事費デフレーターが令和２年度から約1.14倍
となっていることを踏まえ、「工事請負業者選定
事務処理要領」を改正し、発注標準を引上げ
（R7.4.1～適用）

⇒ 都においても、令和７年４月１日に改正
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発注標準金額の見直しについて

都における発注状況の経年変化

資料１
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➢ 物価高騰の影響等で、近年、高価格帯の割合が増加傾向（R2：41.1% ⇒R６：49.7%）

➢ 発注標準金額を変更した場合、高価格帯の割合は減少（R6で49.7%⇒43.9%）

※ 知事部局発注の予定価格250万円超の競争入札案件
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発注標準金額の見直しについて

予定価格の事後公表金額等の変更

資料１

➢ 現制度を本格実施した平成30年度に比べ、令和６年度は事後公表等の割合はやや増加（8.1%⇒9.9%）

➢ 金額を引き上げることで、事後公表等の割合がやや減少（9.9%⇒7.6%）

※ 知事部局発注の予定価格250万円超の競争入札案件
※ 件数は予定価格をもとに集計

平成３０年度 令和６年度

事後公表
低入札価格制度

292件（8.1%） 277件（9.9%）

事前公表
最低制限価格制度

3,335件（91.9%） 2,529件（90.1%）

各局への契約事務の委任額の変更

➢ 金額を引き上げることで、各局契約の割合がやや増加（77.0%⇒79.7%）

令和６年度

財務局契約 794件（23.0%）

各局契約 2,662件（77.0%）

※ 知事部局発注の予定価格250万円超の競争入札案件
※ 財務局起工案件は「財務局契約」に含む

令和６年度（1.3倍）

213件（7.6%）

2,593件（92.4%）

令和６年度（1.3倍）

701件（20.3%）

2755件（79.7%）
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発注標準金額の見直しについて 資料１

⇒ 分析結果を踏まえた制度改正案について、次回の制度部会に提示

検討の方向性

・建設工事費デフレーターの上昇を踏まえた発注標準金額の改正による業種グループ（建築・土

木・設備）の受注機会等への影響や諸制度※への影響について分析

※予定価格の事後公表・事前公表、低入札調査制度・最低制限価格制度、各局への契約事務委任額

検証結果

・全業種における等級別の発注状況への影響を分析したところ、発注標準金額の変更により、

高価格帯の割合は減少するものの、近年の高価格帯の変動割合の推移を踏まえると大きな

変化ではない。

・予定価格の事後公表・事前公表、低入札調査制度・最低制限価格制度の金額変更への影響は限定的

・各局への契約事務委任額の変更による業務上の影響は許容の範囲内
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発注標準金額の見直しについて 資料１

①建築工事の発注状況の経年変化

➢ 物価高騰の影響等で、近年、高価格帯の割合が増加傾向（R2：18.9% ⇒R６：27.6%）

➢ 発注標準金額を変更した場合、高価格帯の割合は減少（R6で27.6%⇒23.4%）

※ 知事部局発注の予定価格250万円超の競争入札案件
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発注標準金額の見直しについて 資料１

①土木工事の発注状況の経年変化

➢ 他業種に比べ高価格帯の増加割合が大きい（R2：29.1% ⇒R６：35.1%）

➢ 発注標準金額の変更による、高価格帯の減少割合も大きい（R6で35.1%⇒27.2%）

※ 知事部局発注の予定価格250万円超の競争入札案件
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発注標準金額の見直しについて 資料１

①設備工事の発注状況の経年変化

➢ 年度によって発注案件が様々であり、発注割合の上昇傾向はみられない

➢ 発注標準金額を変更した場合の割合の変化も小さい

※ 知事部局発注の予定価格250万円超の競争入札案件
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発注標準金額の見直しについて

②予定価格の事後公表金額等の変更

資料１

➢ 現制度を本格実施した平成30年度に比べ、令和６年度は事後公表等の割合はやや増加

➢ 金額を引き上げることで、事後公表等の割合がやや減少

➢ 業種グループによる大きな違いは見られない

※ 知事部局発注の予定価格250万円超の競争入札案件
※ 件数は予定価格をもとに集計

平成３０年度 令和６年度

事後公表
低入札価格制度

292件（8.1%）
建築：68件(14.4%)
土木：146件(8.7%)
設備：78件(5.3%)

277件（9.9%）
建築：62件(17.4%)
土木：124件(9.7%)
設備：91件(7.8%)

事前公表
最低制限価格制度

3,335件（91.9%）
建築：404件(85.6%)
土木：1,538件(91.3%)
設備：1,393件(94.7%)

2,529件（90.1%）
建築：295件(82.6%)
土木：1,151件(90.3%)
設備：1,083件(92.2%)

令和６年度（1.3倍）

213件（7.6%）
建築：52件(14.6%)
土木：92件(7.2%)
設備：69件(5.9%)

2,593件（92.4%）
建築：305件(85.4%)
土木：1,183件(92.8%)
設備：1,105件(94.1%)



発注標準金額の見直しについて 資料１

令和６年度

財務局契約

794件（23.0%）
建築：78件(20.6%)
土木：163件(9.8%)
設備：553件(39.3%)

各局契約

2,662件（77.0%）
建築：301件(79.4%)
土木：1,507件(90.2%)
設備：854件(60.7%)

令和６年度（1.3倍）

701件（20.3%）
建築：75件(19.8%)
土木：148件(8.9%)
設備：478件(34.0%)

2,755件（79.7%）
建築：304件(80.2%)
土木：1,522件(91.1%)
設備：929件(66.0%)

③各局への契約事務の委任額の変更

➢ 金額を引き上げることで、各局契約の割合がやや増加（77.0%⇒79.7%）

➢ 業種グループによる大きな違いは見られない

※ 知事部局発注の予定価格250万円超の競争入札案件
※ 財務局起工案件は「財務局契約」に含む



発注標準金額の見直しについて 資料１

今後の方向性

検証結果

・高価格帯の発注件数割合は減少するが、変動の推移や当該等級以外に
も入札参加を受け付けている点を勘案すると影響は小さい

①受注機会への影響

②予定価格公表等へ影響

③局委任額への影響 ・全体で各局契約が増加するものの、大きく変わらない

・事前公表の割合が増加するが大きな影響はない

◼ 建設工事費デフレーターの増加に合わせた発注標準金額の見直し、併せて諸制度の見直し
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